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  供
用
開
始
区
域
を
告
示
　
             

　
公
共
下
水
道
が
使
用
で
き
る
区
域
が

新
た
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
区
域
内
の
ご
家
庭
で
は
、
排
水
設
備

を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ト
イ
レ
や

台
所
な
ど
の
汚
水
を
直
接
公
共
下
水
道

に
流
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

  下
水
道
へ
の
接
続
工
事
を
　
  　
　
 

　
公
共
下
水
道
が
完
成
し
、
処
理
区
域

に
な
る
と
、
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
の
場

合
は
３
年
以
内
に
水
洗
ト
イ
レ
に
改
造

し
、
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
が

下
水
道
法
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　　　
ま
た
現
在
、
浄
化
槽
を
使
用
さ
れ
て

い
る
ご
家
庭
も
浄
化
槽
を
廃
止
し
、
す

み
や
か
に
公
共
下
水
道
に
直
結
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

  工
事
は
排
水
設
備
指
定
工
事
店
で
   

　　　
排
水
設
備
工
事
を
す
る
と
き
は
、
必

ず「
指
定
工
事
店
」へ
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。「
指
定
工
事
店
」以
外
の
業
者
が

工
事
を
す
る
こ
と
は
規
則
に
よ
り
禁
じ

ら
れ
て
い
ま
す
。

※「
指
定
工
事
店
」と
は
、
工
事
が
適
正
 

　
に
行
わ
れ
る
よ
う
町
が
指
定
し
指
導

　
を
行
っ
て
い
る
業
者
で
す
。

      公公共下水道供用開始区共下水道供用開始区域域 が、

４月１日から２４ ６８ヘクタール広がりました
公共下水道供用開始区域　

　◇大字白倉の一部　　　　　　　　     ９ .６８ ヘクタール

　◇大字天引（２５区）※一部除く　  　 １ ５  .００ ヘクタール

　指定工事店は町内３７

社、町外７４社が登録してい

ます。

　見積り合わせなどで比

較して選定しましょう。

（下水道の使用できる区域）

　　お住まいの地域

　が供用開始区域にな

った皆さんは、お早めに

　　公共下水道に接続

　　　　しましょう！

．

　健康課が「にこにこ甘楽」に移転したこと

に伴い、役場本庁舎１階を一部改修しまし

た。町民の皆さんが役場を利用しやすいよ

うにカウンターを延長し、いすや手すりを

増設し窓口を拡充しました。

　お気軽にお立ち寄りください。
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変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままままままままま　　    　 変わりまししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！た！

町政の動き

 　

 住
み
よ
い
快
適
な
環
境
づ
く
り
の
た
め
に
　
　
    ■
 水
道
課
業
務
係
　
内
線
２
２
１
・
２
２
２



広報かんら　　３０．４．１17

　
国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
　
歳
か
ら
　
歳
未
満
の
全
て
の
人
が
加
入
す

２０

６０

る
公
的
年
金
制
度
で
す
。

　
国
民
年
金
の
加
入
種
別
は
、次
の
３
種
類
に
分
か
れ
て
お
り
、届
出
は
加
入
時
だ

け
で
な
く
、種
別
が
変
わ
っ
た
と
き
に
も
必
要
で
す
。種
別
変
更
の
届
出
を
忘
れ
る

と
、年
金
が
受
け
取
れ
な
か
っ
た
り
、減
額
さ
れ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
手
続
き
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　
　
歳
以
上
の
学
生
は
、申
請
し
承

２０
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、卒
業
す

る
ま
で
の
間
、保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
ま
す
。申
請
は
原
則
と
し
て

毎
年
必
要
で
す
。平
成
　
年
度
に
学

２９

生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
保
険
料
納

付
が
猶
予
さ
れ
て
い
る
人
で
、
平
成

　
年
度
も
在
学
予
定
の
人
に
は
、日

３０本
年
金
機
構
か
ら
ハ
ガ
キ
形
式
の
申

請
書
が
３
月
末
ご
ろ
に
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
返
送
す
る
だ
け
で
手
続
き

が
で
き
ま
す
。

　
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
、
年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
　
年
以

１０

内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
保
険
料
を
納
め

る
こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。（
た
だ

し
、承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度

か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に
追

納
す
る
場
合
に
は
、当
時
の
保
険
料

に
経
過
し
た
年
数
に
応
じ
て
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。）

　
初
め
て
申
請
す
る
人
や
、
学
校
な

ど
に
変
更
が
あ
る
人
、
ハ
ガ
キ
形
式

の
申
請
書
が
届
か
な
か
っ
た
人
は
、

住
民
係
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　☆
今
年
度
の
承
認
期
間

　
平
成
　
年
４
月
～

３０

　
平
成
　
年
３
月
ま
で
の
１
年
間

３１

※
申
請
に
つ
い
て
は
最
大
２
年
１
カ

　
月
前
の
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

　
申
請
が
で
き
ま
す
の
で
、
申
請
を

　
希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
ご
相
談
く

　
だ
さ
い
。

☆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
①
年
金
手
帳

　
②
学
生
証
の
写
し（
表
裏
両
方
）
　

　
　
ま
た
は
在
学
証
明
書

　
③
個
人
番
号
の
わ
か
る
も
の

　
④
印
か
ん（
認
め
印
）

 加
入
種
別
 

◆
第
1
号
被
保
険
者

　
自
営
業
者
や
そ
の
配
偶
者
、学
生
や

無
職
の
人
な
ど
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

◆
第
２
号
被
保
険
者

　
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
、厚
生
年
金
に

加
入
し
て
い
る
人
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　◆
第
３
号
被
保
険
者

　
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　 種
別
変
更
と
な
る
ケ
ー
ス
 

◆
第
1
号
被
保
険
者
に
な
る
ケ
ー
ス

　
第
２
号
被
保
険
者
が
退
職
す
る
と
第

1
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す（
第
３
号

被
保
険
者
に
な
る
場
合
を
除
く
）。

　
ま
た
、そ
の
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
た

配
偶
者（
第
３
号
被
保
険
者
）も
第
1
号

被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

◆
第
２
号
被
保
険
者
に
な
る
ケ
ー
ス

　
第
1
号
被
保
険
者
、第
３
号
被
保
険

者
が
就
職
し
て
厚
生
年
金
に
加
入
す
る

と
第
２
号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

◆
第
３
号
被
保
険
者
に
な
る
ケ
ー
ス

　
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人
の
被

扶
養
配
偶
者
に
な
る
場
合（
年
収
１
３

０
万
円
未
満
）は
第
３
号
被
保
険
者
に

な
り
ま
す
。

※
第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
と
国
民
年

　
金
保
険
料
の
納
付
が
必
要
と
な
り
ま

　
す
。納
付
方
法
を
口
座
振
替
な
ど
に

　
変
え
た
い
と
き
、納
付
が
困
難
で
免

　
除
・
猶
予
制
度
を
利
用
し
た
い
と
き

　
に
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
先
　

　
高
崎
年
金
事
務
所（
代
表
）

　
緯
０
２
７（
３
２
２
）４
２
９
９

ご
存
じ
で
す
か
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　
　
献
 学
生
は
承
認
を
受
け
る
と

            　
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
 献

 　

 こ
ん
な
と
き
は
届
出
が
必
要
で
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
   　
　
    ■ 住
民
課
住
民
係
　
内
線
２
６
４


